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第３１号議案 

平成２６年度石巻市一般会計予算 

平成２６年度石巻市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２６，７７０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債） 

第３条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条  法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

４０，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条  法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 市税 15,134,689

 1 市民税 6,492,634

 2 固定資産税 6,219,355

 3 軽自動車税 321,818

 4 市たばこ税 1,259,611

 5 入湯税 19,618

 6 都市計画税 821,653

 2 地方譲与税 659,001

 1 地方揮発油譲与税 199,000

 2 自動車重量譲与税 434,000

 3 地方道路譲与税 1

 4 特別とん譲与税 26,000

 3 利子割交付金 26,000

 1 利子割交付金 26,000

 4 配当割交付金 19,000

 1 配当割交付金 19,000

 5 株式等譲渡所得割交付金 14,000

 1 株式等譲渡所得割交付金 14,000

 6 地方消費税交付金 1,900,000

 1 地方消費税交付金 1,900,000

 7 ゴルフ場利用税交付金 1

 1 ゴルフ場利用税交付金 1

 8 自動車取得税交付金 263,001

 1 自動車取得税交付金 263,001

 9 地方特例交付金 37,000

 1 地方特例交付金 37,000

10 地方交付税 44,900,000

 1 地方交付税 44,900,000

11 交通安全対策特別交付金 26,000

 1 交通安全対策特別交付金 26,000

12 分担金及び負担金 608,566

 1 負担金 608,566

13 使用料及び手数料 808,006

 1 使用料 633,546

 2 手数料 174,460

14 国庫支出金 31,804,428

 1 国庫負担金 18,090,560

 2 国庫補助金 13,670,846

 3 国庫委託金 43,022

15 県支出金 10,015,870

 1 県負担金 2,430,522

金 額

- 2 - 一般会計 

(単位：千円)

款 項

 2 県補助金 7,052,002

 3 県委託金 533,346

16 財産収入 225,634

 1 財産運用収入 188,492

 2 財産売払収入 37,142

17 寄附金 2

 1 寄附金 2

18 繰入金 103,731,269

 1 基金繰入金 103,731,268

 2 特別会計繰入金 1

19 繰越金 1

 1 繰越金 1

20 諸収入 2,228,932

 1 延滞金加算金及び過料 15,002

 2 市預金利子 286

 3 貸付金元利収入 1,041,268

 4 雑入 1,172,376

21 市債 14,368,600

 1 市債 14,368,600

226,770,000

金 額

歳 入 合 計

- 2 - 一般会計 

- 3 - 一般会計 



２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 議会費 432,428

 1 議会費 432,428

 2 総務費 13,252,032

 1 総務管理費 11,931,518

 2 徴税費 677,084

 3 戸籍住民基本台帳費 355,376

 4 選挙費 209,567

 5 統計調査費 35,472

 6 監査委員費 43,015

 3 民生費 28,609,527

 1 社会福祉費 5,622,995

 2 老人福祉費 4,493,766

 3 児童福祉費 6,363,737

 4 生活保護費 2,541,754

 5 災害救助費 9,587,275

 4 衛生費 14,310,741

 1 保健衛生費 5,713,694

 2 清掃費 7,514,258

 3 上水道費 1,082,789

 5 労働費 1,846,629

 1 労働福祉費 1,846,629

 6 農林水産業費 15,360,999

 1 農業費 1,886,506

 2 林業費 193,427

 3 水産業費 13,281,066

 7 商工費 2,853,742

 1 商工費 2,853,742

 8 土木費 108,523,208

 1 土木管理費 409,053

 2 道路橋りょう費 2,096,529

 3 河川費 77,289

 4 港湾費 60,154

 5 都市計画費 19,994,497

 6 住宅費 85,885,686

 9 消防費 4,295,164

 1 消防費 4,295,164

10 教育費 9,687,334

 1 教育総務費 797,017

 2 小学校費 1,531,262

 3 中学校費 1,678,271

 4 高等学校費 2,062,207

金 額

- 4 - 一般会計 

(単位：千円)

款 項

 5 幼稚園費 333,645

 6 社会教育費 1,781,101

 7 保健体育費 1,503,831

11 災害復旧費 18,500,164

 1 厚生労働施設災害復旧費 13,900

 2 農林水産業施設災害復旧費 13,977,741

 3 公共土木施設災害復旧費 3,038,616

 4 文教施設災害復旧費 1,060,044

 5 その他公共施設・公用施設災害 409,863

復旧費

12 公債費 8,998,031

 1 公債費 8,998,031

13 諸支出金 1

 1 普通財産取得費 1

14 予備費 100,000

 1 予備費 100,000

226,770,000

金 額

歳 出 合 計

- 4 - 一般会計 

- 5 - 一般会計 
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

新住民情報システム構

築業務 

平成 

26年度分 

平成 27年度から 

平成 30年度まで 
52,988 

県・市町村共同電子申

請システム負担金 

平成 

26年度分 

平成 27年度から 

平成 31年度まで 
2,692 

仮設庁舎等借上料（施設維持事務所） 
平成 27年度から 

平成 28年度まで 
9,720 

戸籍システム借上料 
平成 

26年度分 

平成 27年度から 

平成 31年度まで 
47,023 

放課後児童クラブ施設借上料 
平成 27年度から 

平成 30年度まで 
62,740 

自動体外式除細動器借上料 
平成 27年度から 

平成 30年度まで 
1,504 

「石巻市北鰐山

墓地移転資金融

資あっせん要綱」

に基づく資金融

資に伴う利子補

給及び損失補償 

利
子
補
給 

平成 

26年度分 

平成 27年度から 

平成 31年度まで 

借入残高に係る利子に相当する

額 

損
失
補
償 

平成 

26年度分 

平成 26年度から 

平成 32年度まで 
未償還元金の 10％に相当する額 

環境基本計画策定業務 平成 27年度 6,490 

「石巻市漁業経営震災

復旧特別対策資金利子

補給金交付要綱」に基

づく資金融資に伴う利

子補給 

平成 

26年度分 

平成 27年度から 

平成 30年度まで 

借入残高に対して年0.35％以内

に相当する額 

「石巻市中小企業融資

あっせん規則」に基づ

く資金融資に係る損失

補償 

平成 

26年度分 

平成 26年度から 

平成 39年度まで 

融資預託金の 10/100 に相当す

る額 

「石巻市小企業小口融

資あっせん規則」に基

づく資金融資に係る損

失補償 

平成 

26年度分 

平成 26年度から 

平成 36年度まで 

融資預託金の 10/100 以内に相

当する額 

「石巻市中小企業融資

災害関連利子補給事業

実施要綱」に基づく中

小企業融資災害関連枠

利子補給 

平成 

26年度分 

平成 26年度から 

平成 30年度まで 

借入残高に対して年 1.5％以内

に相当する額 
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（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

造船業等集約化支援事業費補助金 
平成 26年度から 

平成 28年度まで 
540,000 

復興公営住宅整備事業 
平成 

26年度分 

平成 26年度から 

平成 28年度まで 
12,050,000 

稲井地区小学校遠距離

通学児童輸送業務 

平成 

26年度分 

平成 27年度から 

平成 29年度まで 
1,768 

小学校仮設校舎借上料 
平成 

26年度分 

平成 26年度から 

平成 27年度まで 
158,171 

北上地区中学校遠距離

通学生徒輸送業務 

平成 

26年度分 

平成 27年度から 

平成 29年度まで 
875 

仮設庁舎等借上料 
平成 

26年度分 
平成 27年度 20,944 
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第３表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

地域づくり基金積 

立事業債 
380,000 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め３０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮、又

は借り換えをすることが

できる。 

保健衛生事業債 30,000 

小規模治山対策事 

業債 
6,000 

漁港海岸施設整備 

事業債 
17,200 

道路新設改良事業 

債 
282,800 

急傾斜地崩壊対策 

事業債 
32,000 

街路整備事業債 220,500 

公園整備事業債 285,000 

公営住宅整備事業 

債 
53,900 

復興公営住宅整備 

事業債 
5,263,500 

消防施設整備事業 

債 
748,400 

小学校施設整備事 

業債 
88,000 

中学校施設整備事 

業債 
391,400 

高等学校施設整備 

事業債 
178,700 
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（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

幼稚園園児輸送事

業債 
14,800 

   

社会教育施設整備 

事業債 
105,000 

 

臨時財政対策債 

 

2,820,000 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め３０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮、又

は借り換えをすることが

できる。 

 

災害援護資金貸付 

金 

 

1,600,000 

普通貸借 無利子 災害弔慰金の支給等に関

する法律（昭和４８年法律

第８２号）に基づき宮城県

が定めた融通条件による。 

 

 

公有林整備事業債 

 

19,400 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め４０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮、又

は借り換えをすることが

できる。 
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石 巻 市 土 地 取 得                

 

特 別 会 計                
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第３２号議案 

平成２６年度石巻市土地取得特別会計予算 

平成２６年度石巻市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０１，７８９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 財産収入 350

 1 財産運用収入 350

 2 繰入金 301,439

 1 一般会計繰入金 301,439

301,789

金 額

歳 入 合 計

- 14 - 土地取得特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 公債費 301,439

 1 公債費 301,439

 2 諸支出金 350

 1 基金積立金 350

301,789

金 額

歳 出 合 計

- 15 - 土地取得特別会計 
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石巻市水産物地方卸売市場事業                

 

特 別 会 計                
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第３３号議案 

平成２６年度石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計予算 

平成２６年度石巻市の水産物地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８４，７８８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 使用料及び手数料 58,629

 1 使用料 58,629

 2 県支出金 3,483

 1 県委託金 3,483

 3 繰入金 118,456

 1 一般会計繰入金 118,456

 4 諸収入 4,220

 1 雑入 4,220

184,788

金 額

歳 入 合 計

- 20 - 水産物地方卸売市場事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 水産物地方卸売市場費 100,161

 1 水産物地方卸売市場費 100,161

 2 災害復旧費 1

 1 市場施設災害復旧費 1

 3 公債費 84,626

 1 公債費 84,626

184,788

金 額

歳 出 合 計

- 21 - 水産物地方卸売市場事業特別会計 
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石 巻 市 駐 車 場 事 業                

 

特 別 会 計                
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第３４号議案 

平成２６年度石巻市駐車場事業特別会計予算 

平成２６年度石巻市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５７，６７０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 使用料及び手数料 5,400

 1 使用料 5,400

 2 繰入金 52,270

 1 一般会計繰入金 52,270

57,670

金 額

歳 入 合 計

- 26 - 駐車場事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 駐車場事業費 2,077

 1 駐車場事業費 2,077

 2 公債費 55,593

 1 公債費 55,593

57,670

金 額

歳 出 合 計

- 27 - 駐車場事業特別会計 
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石 巻 市 下 水 道 事 業                

 

特 別 会 計                
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第３５号議案 

平成２６年度石巻市下水道事業特別会計予算 

平成２６年度石巻市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５，９５０，９９０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（継続費） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１２条第１項の 

規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条  法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。 

（歳出予算の流用） 

第５条  法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 44,293

 1 分担金 1,880

 2 負担金 42,413

 2 使用料及び手数料 1,299,185

 1 使用料 1,298,182

 2 手数料 1,003

 3 国庫支出金 9,876,000

 1 国庫補助金 9,876,000

 4 繰入金 4,596,377

 1 一般会計繰入金 4,596,377

 5 諸収入 4,235

 1 延滞金加算金及び過料 2

 2 雑入 4,233

 6 市債 10,130,900

 1 下水道事業債 10,130,900

25,950,990

金 額

歳 入 合 計

- 32 - 下水道事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 管理費 2,001,467

 1 総務管理費 282,883

 2 雨水排水施設管理費 353,405

 3 汚水処理施設管理費 1,365,179

 2 建設費 9,744,507

 1 公共下水道建設費 9,637,610

 2 流域下水道建設費 106,897

 3 災害復旧費 9,823,000

 1 下水道施設災害復旧費 9,823,000

 4 公債費 4,382,016

 1 公債費 4,382,016

25,950,990

金 額

歳 出 合 計

- 33 - 下水道事業特別会計 



- 34 - 

第２表 継続費 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

 

２ 建設費 

 

１ 公共下水道

建設費 

 

新蛇田南地区震

災復興土地区画

整理公共下水道

整備事業 

 

219,000 平成 26年度 173,000 

平成 27年度 46,000 

 

 

第３表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

 

「石巻市水洗便所等改造

資金融資あっせん要綱」に

基づく資金融資に伴う利

子補給及び損失補償 

利 

子 

補 

給 

平成 

26年度分 

平成 27年度から 

平成 31年度まで 

水洗便所等改造資金の借入残

高に対して年 8.5％以内の利

子補給 

損 

失 

補 

償 

平成 

26年度分 

平成 26年度から 

平成 32年度まで 

未償還元金の 10/100に相当す

る金額の損失補償 
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第４表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

公共下水道建設事

業債 
8,371,100 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め４０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮、

又は借り換えをすること

ができる。 

流域下水道整備事

業債 
106,800 

下水道事業資本費

平準化債 
1,472,800 

下水道事業特別措

置債 
28,200 

 

下水道施設災害復

旧事業債 

 

152,000 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め２５年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮、

又は借り換えをすること

ができる。 
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石 巻 市 漁 業 集 落 排 水 事 業                

 

特 別 会 計                
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第３６号議案 

平成２６年度石巻市漁業集落排水事業特別会計予算 

平成２６年度石巻市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０，８６３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 1

 1 分担金 1

 2 使用料及び手数料 361

 1 使用料 361

 3 繰入金 30,500

 1 一般会計繰入金 30,500

 4 諸収入 1

 1 延滞金加算金及び過料 1

30,863

金 額

歳 入 合 計

- 40 - 漁業集落排水事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 管理費 22,775

 1 総務管理費 6,773

 2 施設管理費 16,002

 2 公債費 8,088

 1 公債費 8,088

30,863

金 額

歳 出 合 計

- 41 - 漁業集落排水事業特別会計 
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石 巻 市 農 業 集 落 排 水 事 業                

 

特 別 会 計                
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第３７号議案 

平成２６年度石巻市農業集落排水事業特別会計予算 

平成２６年度石巻市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５２８，５６２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債） 

第３条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 2,603

 1 分担金 2,603

 2 使用料及び手数料 97,097

 1 使用料 97,097

 3 県支出金 63,210

 1 県補助金 63,210

 4 繰入金 210,251

 1 一般会計繰入金 210,251

 5 諸収入 1

 1 延滞金加算金及び過料 1

 6 市債 155,400

 1 農業集落排水事業債 155,400

528,562

金 額

歳 入 合 計

- 46 - 農業集落排水事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 管理費 202,291

 1 総務管理費 20,538

 2 施設管理費 181,753

 2 災害復旧費 10,000

 1 農業集落排水施設災害復旧費 10,000

 3 公債費 316,271

 1 公債費 316,271

528,562

金 額

歳 出 合 計

- 47 - 農業集落排水事業特別会計 
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

「石巻市水洗便所

等改造資金融資あ

っせん要綱」に基づ

く資金融資に伴う

利子補給及び損失

補償 

利    

子 

補 

給 

平成 

26年度分 

平成 27年度から 

平成 31年度まで 

水洗便所等改造資金の借入残

高に対して年 8.5％以内の利

子補給 

損 

失 

補 

償 

平成 

26年度分 

平成 26年度から 

平成 32年度まで 

未償還元金の 10/100に相当す

る金額の損失補償 

 

 

第３表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

 

農業集落排水事業 

資本費平準化債 

 

153,900 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め４０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮、

又は借り換えをすること

ができる。 

 

農業集落排水施設 

災害復旧事業債 

 

1,500 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め２５年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮、

又は借り換えをすること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 浄 化 槽 整 備 事 業                

 

特 別 会 計                
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第３８号議案 

平成２６年度石巻市浄化槽整備事業特別会計予算 

平成２６年度石巻市の浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９５，３８６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債） 

第３条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 477

 1 分担金 477

 2 使用料及び手数料 9,201

 1 使用料 9,201

 3 国庫支出金 3,598

 1 国庫補助金 3,598

 4 繰入金 67,609

 1 一般会計繰入金 67,609

 5 諸収入 1

 1 延滞金加算金及び過料 1

 6 市債 14,500

 1 浄化槽整備事業債 14,500

95,386

金 額

歳 入 合 計

- 52 - 浄化槽整備事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 管理費 29,655

 1 総務管理費 10,235

 2 施設管理費 19,420

 2 建設費 52,515

 1 浄化槽建設費 52,515

 3 公債費 13,216

 1 公債費 13,216

95,386

金 額

歳 出 合 計

- 53 - 浄化槽整備事業特別会計 
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

「石巻市水洗便所

等改造資金融資あ

っせん要綱」に基づ

く資金融資に伴う

利子補給及び損失

補償 

利    

子 

補 

給 

平成 

26年度分 

平成 27年度から 

平成 31年度まで 

水洗便所等改造資金の借入残

高に対して年 8.5％以内の利

子補給 

損

失

補

償 

平成 

26年度分 

平成 26年度から 

平成 32年度まで 

未償還元金の 10/100に相当す

る金額の損失補償 

 

 

第３表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

 

浄化槽整備事業債 

 

9,800 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め４０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮、

又は借り換えをすること

ができる。  

浄化槽整備事業資

本費平準化債 

 

4,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 市 街 地 開 発 事 業 

 

特 別 会 計                
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第３９号議案 

平成２６年度石巻市市街地開発事業特別会計予算 

平成２６年度石巻市の市街地開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，２５５，４１５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（継続費） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１２条第１項の

規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（地方債） 

第３条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（歳出予算の流用） 

第４条  法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 186,000

 1 負担金 186,000

 2 財産収入 3,374,000

 1 財産売払収入 3,374,000

 3 繰入金 10,840,015

 1 一般会計繰入金 10,840,015

 4 市債 1,855,400

 1 市街地開発事業債 1,855,400

16,255,415

金 額

歳 入 合 計

- 58 - 市街地開発事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 市街地開発事業費 15,468,695

 1 震災復興土地区画整理事業費 7,289,217

 2 被災市街地復興土地区画整理事 8,179,478

業費

 2 公債費 786,720

 1 公債費 786,720

16,255,415

金 額

歳 出 合 計

- 59 - 市街地開発事業特別会計 
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第２表 継続費 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

 

１ 市街地開発

事業費 

 

２ 被災市街地

復興土地区

画整理事業

費 

 

中央一丁目地区

事業  

 

392,000 平成 26年度 146,000 

平成 27年度 156,000 

平成 28年度 73,000 

平成 29年度 17,000 

 

 

第３表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

 
震災復興土地区画 
整理事業債 

 
1,855,400 

普通貸借又
は証券発行
（ただし、登
録債） 

5.0% 以内 
 
 
 

起債年度から据置期間を含め３０年
以内に借入先の融通条件に従い元利
均等償還若しくは元金均等償還によ
り、又は満期日に元金を一括して償
還する。ただし、融通条件又は財政
の都合により償還年限の短縮、又は
借り換えをすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 産 業 用 地 整 備 事 業 

 

特 別 会 計                
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第４０号議案 

平成２６年度石巻市産業用地整備事業特別会計予算 

平成２６年度石巻市の産業用地整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，０４０，９１２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（継続費） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１２条第１項の

規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（地方債） 

第３条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 繰入金 1,043,312

 1 一般会計繰入金 1,043,312

 2 市債 997,600

 1 産業用地整備事業債 997,600

2,040,912

金 額

歳 入 合 計

- 64 - 産業用地整備事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 産業用地整備事業費 2,032,900

 1 産業用地整備事業費 2,032,900

 2 公債費 8,012

 1 公債費 8,012

2,040,912

金 額

歳 出 合 計

- 65 - 産業用地整備事業特別会計 
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第２表 継続費 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

 

１ 産業用地整

備事業費 

 

１ 産業用地整

備事業費 

 

須江地区事業  

 

3,503,000 平成 26年度 1,996,000 

平成 27年度 1,507,000 

 

 

第３表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

 
産業用地整備事業
債 

 
997,600 

普通貸借又
は証券発行
（ただし、登
録債） 

5.0% 以内 
 
 
 

起債年度から据置期間を含め３０年
以内に借入先の融通条件に従い元利
均等償還若しくは元金均等償還によ
り、又は満期日に元金を一括して償
還する。ただし、融通条件又は財政
の都合により償還年限の短縮、又は
借り換えをすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 国 民 健 康 保 険 事 業                

 

特 別 会 計                
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第４１号議案 

平成２６年度石巻市国民健康保険事業特別会計予算 

平成２６年度石巻市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１，０２３，００４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険税 4,017,721

 1 国民健康保険税 4,017,721

 2 使用料及び手数料 4,450

 1 手数料 4,450

 3 国庫支出金 6,579,587

 1 国庫負担金 3,990,246

 2 国庫補助金 2,589,341

 4 療養給付費等交付金 457,178

 1 療養給付費等交付金 457,178

 5 前期高齢者交付金 3,931,735

 1 前期高齢者交付金 3,931,735

 6 県支出金 1,172,945

 1 県負担金 162,462

 2 県補助金 1,010,483

 7 共同事業交付金 2,519,473

 1 共同事業交付金 2,519,473

 8 財産収入 1,020

 1 財産運用収入 1,020

 9 繰入金 2,323,690

 1 一般会計繰入金 1,248,259

 2 基金繰入金 1,075,431

10 繰越金 1

 1 繰越金 1

11 諸収入 15,204

 1 延滞金加算金及び過料 5,200

 2 雑入 10,004

21,023,004

金 額

歳 入 合 計

- 70 - 国民健康保険事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 110,114

 1 総務管理費 67,093

 2 徴税費 42,137

 3 運営協議会費 884

 2 保険給付費 14,409,370

 1 療養諸費 13,093,989

 2 高額療養費 1,199,728

 3 移送費 504

 4 出産育児諸費 96,649

 5 葬祭諸費 18,500

 3 後期高齢者支援金等 2,582,419

 1 後期高齢者支援金等 2,582,419

 4 前期高齢者納付金等 1,875

 1 前期高齢者納付金等 1,875

 5 老人保健拠出金 100

 1 老人保健拠出金 100

 6 介護納付金 1,103,905

 1 介護納付金 1,103,905

 7 共同事業拠出金 2,519,481

 1 共同事業拠出金 2,519,481

 8 保健事業費 220,439

 1 特定健康診査等事業費 164,063

 2 保健事業費 56,376

 9 基金積立金 1,020

 1 基金積立金 1,020

10 諸支出金 44,281

 1 償還金及び還付加算金 44,281

11 予備費 30,000

 1 予備費 30,000

21,023,004

金 額

歳 出 合 計

- 71 - 国民健康保険事業特別会計 



 

- 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 後 期 高 齢 者 医 療 

 

特 別 会 計                
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第４２号議案 

平成２６年度石巻市後期高齢者医療特別会計予算 

平成２６年度石巻市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，７０３，７８０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 1,122,485

 1 後期高齢者医療保険料 1,122,485

 2 使用料及び手数料 484

 1 手数料 484

 3 繰入金 537,734

 1 一般会計繰入金 537,734

 4 繰越金 1

 1 繰越金 1

 5 諸収入 43,076

 1 延滞金及び過料 16

 2 受託事業収入 40,199

 3 雑入 2,861

1,703,780

金 額

歳 入 合 計

- 76 - 後期高齢者医療特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 40,969

 1 総務管理費 30,525

 2 徴収費 10,444

 2 保健事業費 61,065

 1 健康診査事業費 61,065

 3 後期高齢者医療広域連合納付金 1,598,885

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,598,885

 4 諸支出金 2,861

 1 償還金及び還付加算金 2,860

 2 繰出金 1

1,703,780

金 額

歳 出 合 計

- 77 - 後期高齢者医療特別会計 



 

- 78 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 介 護 保 険 事 業                

 

特 別 会 計                
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第４３号議案 

平成２６年度石巻市介護保険事業特別会計予算 

平成２６年度石巻市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２，０７９，７８９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

平成２６年２月１８日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 介護保険料 2,075,798

 1 介護保険料 2,075,798

 2 使用料及び手数料 501

 1 手数料 501

 3 国庫支出金 2,919,383

 1 国庫負担金 2,069,858

 2 国庫補助金 849,525

 4 支払基金交付金 3,374,301

 1 支払基金交付金 3,374,301

 5 県支出金 1,739,186

 1 県負担金 1,691,098

 2 県補助金 48,088

 6 財産収入 291

 1 財産運用収入 291

 7 繰入金 1,969,872

 1 一般会計繰入金 1,705,324

 2 基金繰入金 264,548

 8 繰越金 1

 1 繰越金 1

 9 諸収入 456

 1 延滞金及び過料 2

 2 貸付金元利収入 360

 3 雑入 94

12,079,789

金 額

歳 入 合 計

- 82 - 介護保険事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 211,217

 1 総務管理費 72,934

 2 徴収費 14,330

 3 介護認定審査会費 123,953

 2 保険給付費 11,572,181

 1 介護サービス等諸費 9,827,006

 2 介護予防サービス等諸費 914,791

 3 その他諸費 12,166

 4 高額介護サービス等費 137,953

 5 高額医療合算介護サービス等費 16,626

 6 特定入所者介護サービス等費 663,639

 3 財政安定化基金拠出金 1

 1 財政安定化基金拠出金 1

 4 地域支援事業費 266,831

 1 介護予防事業費 63,346

 2 包括的支援事業・任意事業費 203,485

 5 保健福祉事業費 4,266

 1 保健福祉事業費 4,266

 6 基金積立金 291

 1 基金積立金 291

 7 諸支出金 5,002

 1 償還金及び還付加算金 5,002

 8 予備費 20,000

 1 予備費 20,000

12,079,789

金 額

歳 出 合 計

- 83 - 介護保険事業特別会計 
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石 巻 市 病 院 事 業 会 計                
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第４４号議案 

   平成２６年度石巻市病院事業会計予算 

（総則） 

第１条 平成２６年度石巻市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 病床数（休止病床除く）       一般病床 25 床 

(2) 年間入院外来患者数 入院   4,015 人 外来 21,870 人 

(3) １日平均入院外来患者数 入院   11.0 人 外来    90.0 人 

(4) 主要な建設改良事業 器械備品購入費           16,900 千円 

                     建設改良費       121,242 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、運転資金に充てる 

ため、震災減収対策企業債１４４，０００千円を借り入れる。 

     （収 入）     

第１款 病院事業収益 1,395,187 千円 

第１項 医業収益  440,277 千円 

第２項 医業外収益 954,910 千円 

（支 出） 

第１款 病院事業費用 1,673,728 千円 

第１項 医業費用 1,477,804 千円 

第２項 医業外費用 141,990 千円 

第３項 特別損失 52,934 千円 

第４項 予備費 1,000 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     （収 入）      

第１款 資本的収入 736,923 千円 

第１項 企業債 16,900 千円 

第２項 他会計出資金 298,781 千円 

第３項 県補助金 121,242 千円 

第４項 他会計補助金 300,000 千円 

     （支 出）  

第１款 資本的支出 736,923 千円 

第１項 建設改良費 138,142 千円 

第２項 企業債償還金 298,781 千円 

第３項 投資その他の資産 300,000 千円 
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（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

 

医療機器等整備 

事業債●●●● 

 

16,900 千円 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0％以内 起債年度から据置期間を含め

３０年以内に借入先の融通条

件に従い元利均等償還又は元

金均等償還により償還する。

ただし、融通条件又は財政の

都合により償還年限の短縮、

又は借り換えをすることがで

きる。 

 

震災減収対策企 

業債●●●●● 

 

144,000 千円 

普通貸借又

は証券発行 

（ただし、登

録債） 

5.0％以内 起債年度から据置期間を含め

１５年以内に借入先の融通条

件に従い元利均等償還又は元

金均等償還により償還する。

ただし、融通条件又は財政の

都合により償還年限の短縮、

又は借り換えをすることがで

きる。 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（1） 職員給与費               ９６１，３７８千円 

（2） 交際費                         ２５０千円 

 （他会計からの補助金） 

第８条  経営基盤安定化対策等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

５１３，６９３千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸購入資産の限度額は、１８７，９２０千円と定める。 

 

 

 平成２６年２月１８日提出 

                      石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 


